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1.はじめに

インクカートリッジ等のりサイクル商品を販売

する際には、①販売する製品に純正品の販売者の出

所を表示する商標や商品等表示が付されたままでい

る、②外箱やオンラインストアまたはチラシ等に適

合する商品を示すため、純正品の販売者の商標や商
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知的財産法務を専門分野とする弁護士・弁理士高儒淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきました

が、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、

論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知

られており、多数の相談実斌を有しています。

みゃび坂総合法律事務所は、特許、著作権、商標、不正競争防止法及び意匠等の知的財産法務の他、

職務発明制度を含む知財制度設計に関するコンサルティング・サービスを提供してぃます。また、企

業法務(海外を含む)に加え、難易度の高い家事事件にも積極的に取り組んでいます。

桜坂法律事務所

弁護士服部謙太朗

品等表示が付される、といったことがまま生じるた

め、商標権侵害や不正競争行為(主として不正競争

防止法(以下「不競法」といいます。) 2条1項1号

または2・号)の成否が問題となり得ます。また、互

換品や真正商品を小分けした商品、真正商品を改造

した商品等を販売する際にも、適合する商品や小分

'
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けや改造の基となった商品を示すために純正品の販

売者の商標や商品等表示が付されるため、同様の問

題が生じ得ます。

これらの商品の販売に際しては、「打ち消し表示」

の存在により商標権侵害または不正競争行為の成立

が否定されるかという点が論点となり得ます。なお、

「打ち消し拠示」としては様々な態様が考えられます

が、打ち消し表示について詳細に検討した蘆立順美

教授の論文1(以下「蘆立論文」といいます。)では、「①

被告の商標等が付されている場合、②商品の出所

につぃての説明が付されている場合(たとえば、本

件商品が商標権者とは関係のない商品である等の表

示)、③商品の性質についての説明が付されている

場合(たとえぱ、被告によ0て、改変や詰替えをし

たものであること、中古品であること、りサイクル

品であること等の説明がなされている場合Xが打ち

消し表示の例として挙げられています。

打ち消し表示については、「打ち消し表示が類似

商標のすぐ傍らで、より目立0態様でなされている

ために、打消表示をもって商標権侵害が否定される

事例」は、「類似商標が商品等の出所表示機能を発揮

してぃないことが明らかな場合に限」る2等、学説

としては打ち消L表示の適用可能性は否定しないが

限定的な事例に限るというのが通説のようです。ま

た、裁判例では打ち消し表示がされていることを理

由として商標権侵害・不正競争行為の成立を否定し

た事例はありませんでした。

このような状況下において、知財高判令和4年1

月18日(令和 3年(ネ)第10025号、原審東京地判

令和 3年3月17日(令和 2年(ワ)第5211号)。以

下知財高裁判決を「本件判決」といい、原審の判決

を「原判決」といいます3。)は、被控訴人による記

載が打ち消し表示に該当することを認め、不競法2

条1項1号の混同を生じさせる行為に該当すること

を否定しました。本稿では本件判決について紹介し

たいと思います。なお、本件判決の当事者間には関

連事件(知財高判平成30年(ネ)第1咽1号・平成

31年(ネ)第10025号4)があります。同事件では本

判決と争点が類似していますが、被告らによる表示

内容が本件と異なったため、裁判所は不正競争行為

に該当すると判断しました。

2 )(第三種郵便物認可) 特許 JI ス

2.本件判決について

(1)事案の概要

蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水力ート

リッジを製造及び販売する控訴人が、被控訴人グ

レイスランドがインターネットショッピングモー

ル「楽天市場」に出店した店舗のスマホ・タプレッ

ト向けウェブサイト 4本件楽天サイトD 及びイ

ンターネットショッピングモール「アマゾン」に

出店した店舗のウェブサイト q本件アマゾンサ

イト」)において販売する蛇口一体型浄水器の交換

用力ートリッジの商品の広告にそれぞれ「タカギ

社製浄水蛇口の交換用力ートリッジ取扱い店」と

の表示(「被告表示ID 及び「タカギ社製」、「浄

水蛇口の交換用力ートリッジを」、「お探しの皆様

ヘ」との3段書きの表示(「被告表示2」。)を掲載

する行為が、控訴人の商品等表示として周知な黒

色のゴシック体の「タカギ」の文字を横書きして

なる表示(「原告表示D と類似する「タカギ社製」

の表示(以下「被告標章」という場合があります。)

を使用し、控訴人の商品又は営業との混同を生じ

させる行為に当たり、不競法2条1項1'号の不正

競争打為に該当すると主張した事案です。なお、

被控訴人好友印刷は印刷業等を業とする株式会社

で、被控訴人Yは被告グレイスランドの代表社員

であり、また、被控訴人友好印刷の代表取締役で

もあります。

令和 5年(2023年) 6 河 9日(金曜日)
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(2)原判決

原審は、大要以下のとおり判断し、被被控訴人

グレイスランドが被告標章を使用した上各行為は、

不競法2条1項1・号の不正競争行為に該野しない

と判断しました。

ア本件楽天サイトについて

「本件楽天トップページの上部のトップメ

ニューバーの下には、被告表示1に加えて、「交

換用浄水力ートリッジ」との表示及びその左横

の「GRACELAND」との表示がひとまと

まりのものとして配置されていたと認められる

被告表示1

二



(第三種郵便物認可)

ところ、被告表示1はごく小さなフォントサイ

ズで目立たない態様で表示され、需要者の注意

を引くものではなかったのに対し、「交換用浄

水力ートリッジ」との青色文字のフォントサイ

ズは被告表示1の数倍大きく、また、被告グレ

イスランドの英語表記である「GRACELA

ND」との文字は青色の正方形の中に白抜きで

表示されていたものであり、いずれも被告表示

1よりも目立つ態様で表示されていたものと認

められる。

そうすると、上記のひとまとまりの表示に接

した需要者は、「GRACELAND」及び「交

換用浄水力ートリッジ」の表示に着目し、 rGR

ACELAND」の「交換用浄水力ートリッジ」、

すなわち、被告商品の広告と理解すると考える

のが自然である。」

「本件楽天トップページにアクセスすると画

面の中央部に表示されるメインビジュアル部分

に、被告商品のイメージ画像を背景として、「待

望の交換用力ートリッジついに発売 1!」と

の本件三段書き表示が、目立つ態様で表示され

ていたとの事実が認められる。

本件三段書き表示は、その販売主体が記載さ

れていないため、その表示自体から需要者が販

売主体を理解し得るものではないが、上記のと

おり、同表示の上には被告グレイスランドを意

味する「GRACELAND」との表示が「タ

カギ社製」との表示よりも大きなフォントサイ

ズで表示されてぃることに照らすと、本件三段

書き表示に接した需要者が、その販売対象製品

が原告製の純正品であると認識したとは考え難

い。」

「本件三段書き表示から表示画面の半分程度

下方に同ページをスクロールすると、「お買い

求めの前に」と題する欄があり、そこには「標

準タイプ・高除去タイプともに、純正力ート

リッジより浄水の流量が少ないですが、当社製

品はー・」との記載が存在したとの事実が認めら

れる。

上記の「お買い求めの前に」欄は、価格表示

の一覧表と商品購入ページに異動するりンウポ

タンの問に位置し、需要者の目につきゃすい位

特許 'L ス

置に配置されていたところ、「標準タイプ・ 局

除去タイプともに、純正力ートリッジより浄水

の流量が少ないですが、当社製品はー・」との記

載内容に照らすと、需要者がここにいう「当社

製品」が原告製の「純正力ートリッジ」とは異

なる商品であると容易に理解し悍たことは明ら

かである。

以上によれぱ、被告標章を含む被告表示1

が需要者をして被告商品を原告製の純正品と混

同させるものであるとは認められないので、被

告グレイスランドが本件楽天サイトに被告表示

1を掲載して被告標章を使用した行為は、不競

法2条1項1号の不正競争行為には該当しな

い。」

イ本件アマゾンサイトにつぃて

「本件アマゾン商品掲載ページのメインビ

ジュアル部分の背景画像上には、目立つ態様で

「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用でき

る、取付け互換性のある交換用力ートリッジ」

との記載が表示されていたと認められる"

「上記記載の「ノーブランド品」という表示は、

一般に商標を掲げずに一般名称のみで販売する

場合の商品を意味すると解されるが、前記前提

事実(2)のとおり、原告の「タカギ」との表

示が家庭用浄水器やその関連商品を購入しよう

とする国内の需要者の問に広く認識されていた

ことを考慮すると、原告製の純正品についてわ

ざわざ「ノーブランド品」と表示することはあ

り得ない。このため、「ノーブランド品」との表

示に接した需要者は、当該商品が原告製の純正

品以外の商品であると理解したとぎえるのが相

当である。

「また、上記の「ノープランド品」という支示

の後には、「タカギの浄水器に使用できる、取

付け互換性のある交換用力ートリッジ」との表

示が続いており、これを一体として読めば、需

要者は、「ノープランド品」とは原告製の純正品

以外の商品であると容易に認、識し得たもの上い

うべきである。」

「被告表示2は「タカギ社製浄水蛇口の交換

用力ートリッジをお探しの皆様へ」というもの

であり、その表示白体からは、販売対象商品が

令和 5年(20器年) 6月9日(金昭日)( 3二



4

「タカギ社製」の「交換用力ートリッジ」である

とも、「タカギ社製」の「浄水蛇口」に適合す

る「交換用力ートリッジ」であるとも理解し得

るが、前記(1)のとおり、本件アマゾン商品

掲載ページにアクセスした需要者は、まずメイ

ンビジュアル部分の「【ノープランド品】タカ

ギの浄水鴇に使用できる、取付け互換性のある

交換用力ートリッジ」との表示に接した上で本

件切替え画像を見ることになり、本件切替え画

像の左上にも同一の記載があることに照らすと、

本件切替え画像上の被告表示2を見た需要者が、

販売対象商品が原告製の純正品であると認識す

ることはないというべきである。」

「本件アマゾン商品掲載ページの「登録情報」

欄には被告の会社名を意味する「Graceland」と

記載され、また、更にその下の「商品の説明」

欄には「当社製品はタカギ社純正品ではござ

いません。」と表示されていたものと認められ

る。

これらの表示は、その掲載位置等からする

と需要者の目を引くものではないが、被告商品

が原告製の純正品ではないことを打ち消す表示

であり、これらの表示に接した需要者は、上記

(1)の「【ノーブランド品】タカギの浄水器に

使用できる、取付け互換性のある交換用力ート

リッジ」との記載ともあいまって、本件アマゾ

ン商品掲載ページに掲載された商品が原告製の

純正品ではないと理解するものというべきであ

る。」

「以上によれば、被告標章を含む被告表示2

が需要者をして被告商品を原告製の純正品と混

同させるものであるとは認められないので、被

告グレイスランドが本件アマゾンサイトに被告

表示2を掲載して被告標章を使用Lた行為は、

不競法2条1項1号の不正競争行為には該当し

なし、。」

)(第三種郵便物認可) JI、 ス

「原告商品の需要者は、家庭用浄水器及びそ

の関連商品を購入しようとする者であり(前記

仕)イ)、原告製浄水器の交換用力ートリッジで

ある被告商品の需要者も、これと同様であるこ

とが認められる。

かかる需要者は、家庭用浄水器に適合する

浄水用力ートリッジが浄水器本体の製品ごとに

異なることを一般的な知識として有し、家庭用

浄水器の交換用力ートリッジの購入を検討す

る際には、交換用力ートリッジの浄水器本体

との適合性、価格等について関心を持ち、その

購入時にはこれらを確認するものと認められ

る。」

「被告表示1の構成中の「タカギ社製」との表

示(被告標章)は、「タカギ」が製造した商品で

あることを示したものと理解できるところ、被

告表示1においては、「タカギ社製」の文字部分

と「浄水蛇口の交換用力ートリッジ取扱い店」

との問にスペースがあるため、「タカギ社製」の

文字部分が「浄水蛇口の交換用力ートリッジ」

を修飾し、被告表示1から「タカギ」が製造し

た「交換用力ートリッジ」商品の取扱い店であ

ることを表示したものと読み取ることが可能で

あり、一方で、「タカギ社製」の文字部分が「浄

水蛇U」を修飾し、被告表示1から「タカギ」

が製造した「浄水蛇ロル;適合する「交換用力ー

トリッジ」商品の取扱い店であることを表示し

たものと読み取ることも可能であると・一応考え

られる。

しかしながら、前記(2)イの認定事実によ

れば、本件楽天サイトのトップページの被告表

示1の下の本件三段書き表示から表示画面の半

分程度下方にスクロールすると、別紙2のとお

り、被告商品のタイプ及び数量別の価格表示の

一覧表が表示され、その直下に赤色の背景の白

抜き文字の「お買い求めの前に」と題する欄に

「標準タイプ・高除去タイプともに、純正力ー

トリッジより浄水の流量が少ないですが、当社

製品は、『浄水力にこだわり、じ0 くり"ろ過"

する設計』を採用しておりますので、予めご理

解の上お買い求めください。」との記載が表示さ

れていたこと、上記「お買い求めの前に」と題

令和 5年(2023年) 6 河 9日(金曜日)

(3)本件判決

本件判決も、被控訴人グレイスランドが被告標

章を使用した上各行為は、不競法2条1項1号の

不正競争行為に該当しないと判断しました。

ア本件楽天サイトにつぃて

特許二



(第三種郵便物認可)

する欄は、価格表示の一覧表と商品購入ページ

に移動するりンクボタンの間に位置し、交換用

カートリッジの購入を検討する需要者の日につ

きゃすい位置及び態様で配置されていることが

認められる。

そして、需要者は、上記「お買い求めの前に」

と題する欄記載の「標準タイプ・高除去タイプ

ともに、純正力ートリッジより浄水の流量が少

ないですが、当社製品はー・」との記載部分から、

「当社製品」である「交換用浄水力ートリッジ」

が「タカギ」が製造した「純正力ートリッジ」

とは異なる商品であることを容易に理解するも

のと認められるから、上記記載部分は、被告標

章 Cタカギ社製」の表示)が「浄水蛇口の交換

用力ートリッジ」を修飾すると読み取ることを

否定する打ち消し表示上Lての機能を有するも

のと認められる。

そうすると、本件楽天サイトのトップページ

の被告表示1に接した需要者は、上記「お買い

求めの前に」と題する欄の上記記載部分に照ら

して、被告表示1の構成中のタカギの表示(被

告標章)は、「浄水蛇にU を修飾し、被告表示1

は「タカギ」が製造した「浄水蛇口」に適合す

る「交換用力ートリッジ」商品の取扱い店であ

ることを示したものと理解するものと認められ

る。

以上によれば、被告表示1における被告標

章の使用によって、被告商品が控訴人製の純正

品であると需要者に誤認させて、被告商品の出

所が控訴人又は控訴人の関連会社であるとの

混同を生じさせるおそれがあるものと認める

ことはできないし、また、その営業主体が控訴

人又は控訴人の関連会社であるとの混同を生じ

させるおそれがあるものと認めることもできな

い。」

(打ち消し表示は、直接的、か0、誤認、を生

じるおそれのある表示と同時に視認、できる範閉

などの分かり易い場所に記載ざれてはじめて、

打ち消し表示として機能するのであって、打ち

消し表示が直接的な表現でなく、あるいは、誤

認、を生じるおそれのある表示と場所的に雛れて

いると打ち消し表示には該当しないところ、「お

特許 コ. ^ ス

買い求めの前に」との欄の記載は打ち消し表示

に当たらないとの控訴人の主張に対U 「また、

「お買い求めの前に」の欄は、本件楽天トップ

ページに最初にアクセスした際に画面上に見え

るように表示されないものの、表示画面の半分

程度下方にスクロールすると表示される近接し

た位置にあり、しかも、価格表示の一覧表と商

品購入ページに移動するりンクボタンの間とい

う需要者の目につきゃすい位置に配置されてい

たのであるから、交換用力ートリッジの購入を

検討する需要者は、被告表示]とともに「お買

い求めの前に」の欄の記載を閲読するものと認

めるのが白然である■

イ本件アマソンサイトについて

「本件アマゾンサイトのウェブページ(本件

切替え画像)において、別紙3②のとおり、交

換用力ートリッジのイメージ画像の左上部に被

告表示2が、その下の中央部に「待望の」、「交

換用力ートリッジ」、「ついに発売!!」との本

件三段書き表示が、被告表示2の左上部に小さ

く表示された複数の画像が、その上に青色の文

字で「【ノープランド品】タカギの浄水器に使

用できる、取付け亙換性のある交換用力ート

リッジ...」との表示が掲載されていた。

本件切替え画像は、交換用力ートリッジの

イメージ画像及び本件三段書き表示の「交換用

カートリッジ」、「ついに発売!!」の文字部分

から、イメージ画像に表示された交換用力ート

リッジの商昂の販売広告であること売理解でき

る。

被告表示2の上段の「タカギ社製」の文字部

分(被告標章)及び中段の「浄水蛇日の交換用

カートリッジ」の文字部分の2段の記載部分は、

販売広告の対象商品と関連付けたものとして理

解できる。そして、 2段の上記記載部は、その

構成態様から、「タカギ」が製造した「交換用力ー

トリッジ」を表示したものと読み取ることが可

能であり、また、「タカギ」が製造した「浄水蛇

ロ」に適合する「交換用力ートリッジ」を表示

したものと読み取ることも可能であると一応老

えられる。

一方で、被告表示2の左上部に小さく表示ざ

令和 5年(2023年) 6月9日(金曜田( 5二
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れた複数の画像の上に青色の文字で 1/ーブ

ランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付

け互換性のある交換用力ートリッジ,.」との表示

は、販売広告の対象商品が「ノーブランド品」

であって、「タカギ」が製造した「浄水器」に使

用できる「交換用力ートリッジ」であることを

説明したものと理解できる。

そして、①「ノーブランド品」とは、プラン

ドを掲げずに一般名称のみを記した商品を意味

するものと解されること、②原告表示(黒色の

ゴシック体の「タカギ」の表示)は、家庭用浄

水器及びその関連商品を購入しようとする需要

者の間において、控訴人の業務に係る商品を表

示するものとして周知とな0ており(前記1

(1)イ)、家庭用浄水器及びその関連商品のブ

ランド名として理解されていたことに鑑みると、

控訴人製の純正品の交換用力ートリッジについ

て「ノープランド品」と表尓することは通常考

えられないというべきであるから、本件切替え

画像に接した需要者は、「【ノーブランド品】タ

カギの浄水器に使用できる、取付け互換性のあ

る交換用力ートリッジ_」との表示は、販売広告

の対象商品が控訴人製の純正品とは異なる商品

であることを示したものと理解するものと認、め

られる。

そうすると、「【ノーブランド品】タカギの浄

水器に使用できる、取付け互換性のある交換用

カートリッジ,.」との表尓は、被告表示2の上段

の「タカギ社製」の文字部分(被告標章)及び

中段の「浄水蛇口の交換用力ートリッジ」の文

字部分の2段の記載部分が「タカギ」が製造し

た「交換用力ートリッジ」(控訴人製の純正品)

を表示したものと読み取ることを否定する打ち

消し表示としての機能を有するものと認められ

る。

したがって、本件アマゾンサイトの本件切替

え画像の被告表示2に接した需要者は、被告表

示2の上段の「タカギ社製」の文字部分(被告

標章)及び中段の「浄水蛇口の交換用力ートリッ

ジ」の文字部分の2段の記載部分は、「タカギ」

が製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用力ー

トリッジ」を裁示したものと理解するものと認

)(第三種郵便物認可) 特許 〒才_ ス

められる。

(イ)以上によれば、被告表示2における被

告標章の使用によって、被告商品が控訴人製の

純正品であると需要者に誤認させて、被告商品

の出所が控訴人又は控訴人の関連会社であると

の混同を生じさせるおそれがあるものと認める

ことはできないし、また、その営業主体が控訴

人又は控訴人の関連会社であるとの混同を生じ

させるおそれがあるものと認めることはできな

い。」

令和 5年(20部年) 6月9日(金曜日)

3.若干の検討

(1)原判決及ぴ関連事件との対比

以上のとおり、本件判決及び原判決はいずれも

打ち消し和ヌについて言及しつつ、不正競争行為

該当性を否定しました。

もっとも、本件楽天サイトに関する判示を対

比すると、原判決では被告表示1と「交換用浄水

カートリッジ」との表示及びその左横の「GRA

CELAND」との表示がひとまとまりのものと

して配置されていたこと、被告表示1は小さく記

載されているのに対し、被控訴人を示す「GRA

CLAND」等の表示の方が目立つとい0た点に

ついても言及されているのに対し、本件判決では

被告表示1の火きさやGRACELANDとい0

た記載があることに0いては言及がなく、「お買

い求めの前に」と題する欄の記載が打ち消し表示

としての機能を有するという点(及び被告商品の

需要者の認識・関心事項)を指摘して不正競争行

為該当性を否定しており、理由付けに若干の相違

があります5。

また、打ち消し表示は誤認を生じるおそれのあ

る表示と同時に視認できる範囲などの分かり易い

場所に記載されている必要があるとの控訴人の主

張について、上記のとおり本件判決は「喪示画面

の半分程度下方にスクロールすると表示される近

接した位置にあ』ること「価格表示の一覧表と商

品購入ページに移動するりンクポタンの問という

需要者の目に0きゃすい位置に配置されていたj

ことを指摘し、これを退けています。

関連事件でも、本件判決が指摘する「お買い

求めの前に」と同内容の記載があ0たようですが、

二
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関連事件では「一般消費者の需要者が注意深く被

告ウェブサイトの記載を読んで被告商品が一審原

告の製品と異なるものであることを示す表示を認

識するとは限らない」等の理由で打ち消し表示と

は認めてぃません6。原判決に関する高橋論文で

検討されているように、打ち消し表示を需要者が

認識できるような位置・表示態様とすることが重

要ではないでしょうか。

どのような場合に打ち消し表示となるのか、本

件判決と関連事件の事実関係を対比すると、実務

上参考になるのではないでしょうか。

特許 コ.

(2)打ち消し表示は商標権侵害等の場合にも侵害

を否定するか

本件は不競法2条1項1号に関する事案ですが、

不競法2条1項1号では他人の商品又は営業と混

同を生じさせる行為であることが要件となります。

このため、打ち消し表示があることにより、需要

者に混同が生じないのであれば、不正競争行為に

該当しないといえます。

一方、蘆立論文で詳細に検討されているよう

に、商標権侵害については、打ち消L表示が商標

権侵害を否定する理由付けについて議諭がありま

す。商標権の権利範囲は何らかの抽象的理論に荘

づいて画される必要があるため、類否判断におい

て、出所混同のおそれの発生に寄与しうる全ての

事情を勘案して個別具体的に判断することは許さ

れない、といった理屈を強調した場合、商標権侵

害の場合には、被告商品に使用されている商標が

原告の登録商標と「類似」すると一旦判断されて

しまうと、侵害が成立するので、打ち消し表示の

存在は商標権侵害を否定するものではないように

も思われます7。

また、打ち消し衷示が不競法2条1項2号該当

性を否定するかについては、マリカー事件中問判

決(知財高判令和元年5月30日びF成30年(ネ)

1働81号・10091号)は、「不競法2条 1項2号につ

いて、混同のおそれの要件は不要であるから、打

ち消し表示などのために混同のおそれが生じない

とする一審被告らが主張するところは、不正競争

行為該当性の判断に影判を及ぼすものではない。」

と判断しています。

ス

このように、打消し表示を認めた本件判決の判

断が商標法や不競法の他の不正競争行為にまで及

ぶかについては明らかではありません。

令和 5年(2舵3年) 6月9日(金曜日)(

(3)互換品販売以外の他の類型への影響について

本件は交換用力ートリッジ、すなわち純正品の

互換品に関する事例です。このような商品の特性

上、本件判決が指摘したように、需要者は互換品

の存在を認識し、また、本体との適合性に着目す

るといった特徴があります。

本件判決が打ち消し表示に該当するとした記載

は、上記のような亙換品の特徴を踏まえたもので

あり、模倣品について真正品ではないと目立つよ

うに記載したからとい0て、商標椛侵害等の成立

を否定するものではないでしょう。

また、本件では互換品であるため、商品自体に

は原告らの商標等は付されておらず、被控訴人ら

のホームページ上の表示のみが問題となっていま

す。一方、りサイクル品(純正品を回収・詰め替

えなどを行って再度製品として販売される商品)

の場合、純正品(原告)の出所を示す表示が商品

に刻印等がざれており、これが残されたまま、こ

れを再利用して被告商品が製造,販売されること

が多い8ため、ホームページ上での表記のみなら

ず、被告商品狗体の表示も問題となることが多い

ようです。大阪地判平成29年1月31日判時器51号

56頁では、被告商品が本体と箱からなることを指

摘し、本体に付されたラベルについては「製造元

等の記載は全く存在しない」ことを挙げ、「本体に

付された上記のような表示ラベルだけでは、本件

商品2の本休に付された本件商標の出所表示機能

を打ち消す表示として十分なものとはいえない」

と判断し、また、箱等については「被告商品2が

リサイクル品であることは需要者に認識されてい

ることが認められないではないが、被告商品2を

梱包する箱に、被告商品2が原告京セラ及びその

グループ会社と無関係に製造されたものであるこ

とが明確となる打ち消し表示は何らされて」いな

いとして、商標権侵害の成立を認めています。こ

のように、りサイクル品では権利侵害を否定する

に際し、ホームページ等での表記に加え、製品本

体に0いても打ち消し表示が成立するかについて

7二
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別途検討が必要となります。

)(第三種郵便物認可)

1
蘆立順美「商標権侵害と打消し表示」パテント砺巻

13号140頁(2012年)

田村善之 1ライプ講義知的財産法』(弘文堂、2012年)

134頁。学説の状況については蘆立論文を参照くださ

い。

原判決に関する評釈としては高橋正憲「インター

ネット商品販売ページ上の打ち消し表示の存在により

不正競争行為該当性を否定した事例・交換用浄水力ー

トリッジ事件一」知財管理72巻5号(2022年)があり

ます。同評釈では、原判決と後述の関連事件を対比し、

裁判所の判断か分かれたポイントについて詳細に検討

されています。

上記関連事件については、ジュリスト1543号8頁に

田中浩之弁護士による評釈が、同事件の原判決につい

てはジュリスト臨増 1531号266頁(平成鋤年重要判

例解説)に田上麻衣子教授よる評釈があります。

本件判決は被告表示1の表示態様については理由付

けでは言及していません。もっとも、本件判決が指摘

する打ち消し話武が需要者の目に留まりゃすいところ

に表示されてさえいれば、常に不正競争行為該当性が

2

3

特許 ゛才、 ス

4

否定されるとはいえない(被告表示1の表示態様、踏

まえて需要者に誤認混同が生じるかを検討する必要が

ある)のではないでしょうか。また、本件判決は被告

表示1に近接して「GRACELAND」という表示

が被告表示1よりも目立つ態様で記載されている点に

ついても言及していないことからすると、打ち消し表

示の要件として被疑侵害品の販売者の出所を示す記載

が必要でないようにも思われますが、これも事案・事

実関係によるのではないでしょうか。

関連事件では「本件記載2の上部に『GRACEI

AND』という表示がされているが、これは、それ自

体では何の表示か明らかではないから、打ち消し表示

として機能しているとは認められない。」と判断して

います。も0とも、本件判決では上記のとおり被控訴

人を示す記載の位置や大きさについては理由付けでは

言及されていません。

古城春実「不正競争防止法1条1項1号、 2号の下

での商品形態の保護」特許ニュース15841号はこのよ

うな老え方を示唆しています。

このため、りサイウル品についてはいわゆる後混同

を認めるかといった点も論点となり得ます。

ーつづくー

@は4月12日付掲載※次回は8月掲載予定

令和 5年(2023年) 6月9日(金曜日)
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